
令和3年４月13日～令和3年5月11日

13 火 ４月定例教育委員会

14 水 坑夫の像移設記念セレモニー

15 木 第35回新型コロナウィルス感染症対策本部会議　初任者研修開講式

16 金 教育研究所辞令交付式

17 土

18 日 直方文化連盟定例総会

19 月 タブレットPC研修会

20 火

21 水 感謝状贈呈式

22 木 定例教育長会　令和３年度第１回DX推進本部会議

23 金

24 土

25 日

26 月 不祥事防止検討委員会

27 火

28 水

29 木

30 金 中学校部活動外部指導者選考委員会

1 土

2 日

3 月

4 火

5 水

6 木 定例校長会議

7 金 保幼小中高連携推進協議会第1回運営委員会

8 土

9 日

10 月 第1回いじめ問題対策連絡協議会

11 火 ５月定例教育委員会　学校訪問

教育委員会行事報告

5月



令和3年5月12日～令和3年5月31日
12 水 福岡県市町村教育委員会教育長会議（WEB会議）　学校訪問

13 木 大和青藍高校情報交換会

14 金

15 土

16 日

17 月

18 火

19 水

20 木

21 金

22 土

23 日

24 月 教育長会

25 火

26 水

27 木

28 金

29 土

30 日

31 月

教育委員会行事予定



№ 氏名 職名
1 坂本　省吾 福岡法務局 直方支局長

2 古屋敷　勉 福岡県直方警察署 生活安全課長

3 越尻　強 福岡県田川児童相談所 相談第一課長

4 長谷川　順一 中泉小学校長

5 末永　寿 直方第三中学校長

6 石丸　直哉 学校教育課長

№ 氏名 職名
1 早川　政路 弁護士

2 西山 久子 福岡教育大学大学院教授

3 栗原 潔 医師

4 藤田　純 臨床心理士

5 その他教育委員会が適当であると認める者

直方市いじめ問題専門委員会（担当：学校教育課）

直方市いじめ問題対策連絡協議会（担当：学校教育課） 

令和３年６月１日～令和５年５月３１日



 

議案第３号 

 

 

 

直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び 

直方市いじめ問題専門委員会委員の委嘱について 

 

 

 

 直方市いじめ問題対策連絡協議会委員及び直方市いじめ問題専門委員 

会委員の委嘱について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             令和３年５月１１日 

           直方市教育委員会 

教育長 山 本 栄 司 

 

 

 

 

提案理由 

直方市いじめ防止等対策推進条例第２章第４条及び第３章第１１

条の規定により提案するものである。 
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議案第４号 

 

 

 

  直方市教育支援委員会委員の委嘱について  

 

 

 

 

   直方市教育支援委員会委員の委嘱について、別紙のとおり提案する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               令和 3年 5月 11日 

             直方市教育委員会 

教育長 山本 栄司    

 

 

 

 

提案理由 

    直方市教育委員会事務委任規則第２条第１項第１０号の規定 

により提案するものである。 
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令和３年度 直方市教育支援委員会委員名簿(案) 

 

                                               任期(令和 3 年 6 月 1 日～令和 5 年 5 月 31 日) 

NO 役職 種別 氏名 所属等 備考 

１ 委員 

医師 

松本 髙宏 内科医師 継続 

２ 委員 大野 祥一郎 小児科医師 継続 

３ 委員 
学校教育 

関係者 

末永 寿 直方第三中学校 新規 

４ 委員 右田 清二 感田小学校 継続 

５ 委員 

特別支援 

教育関係の 

関係者 

香田 陽子 直方東小学校 継続 

６ 委員 安延 孝一郎 
福岡県立 

直方特別支援学校 
継続 

７ 委員 松尾 公孝 
福岡県公立学校 

スクールカウンセラー 
継続 

８ 委員 
関係機関の 

職員 
渡邊 智香子 

こども育成課 

幼児教育推進係 
新規 

任期：2 年間 



R0３.4.27　感田小学校体育館照明器具発火に関する整理

■時系列整理

11：40頃 ２年２組児童先生が体育館に来る。
体育館の照明点灯する。
照明から黒い塊が落ちてくるのを児童が確認。担任に報告。

11：45頃 丁度教頭が体育館に来て、担任に言われて上を見上げると、火花がパチパチしているのが見えた。
子供たちを体育館の該当照明の反対側の端に寄せた
教頭が一旦職員室に戻り校長を連れて体育館に戻る。火花が認識できる状態。

12：00少し前 消防に通報
（11：56頃）

消防が来る前に鎮火
12：10頃 消防到着

■状況説明（立会した小中学校の電気施設の定期点検を委託している業者と電気工事業者の見解）

■当面の措置

１）該当照明の列の照明のブレーカーオフ。オートリフターのスイッチオフ。
２）体育館を利用後は、基幹ブレーカーのスイッチをオフ。

■今後の改修計画

・建築時より電気系統の改修が一度も実施されていない、直方南小、直方北小、感田小、下境小の４小学校の照明器具は全てLED器具に取替。

・直方南小、直方北小、下境小は、６月補正予算成立後、入札により業者選定後に器具取替実施（今年度中）

・直方第一中学校は建築年が平成１７年と比較的新しいので、今回の緊急対応は見送る。
・その他の学校は、水銀灯（HID）の体育館を優先的に、複数年かけてLED器具に取替を実施していく。

・６月補正予算にて修繕工事費予算の計上を実施（緊急防災・減災事業債を活用）。

・緊急性が高い発火事件のあった感田小は、随意契約によって器具取替を実施（５月２２日～５月２４に工事予定）。

資料３ 



■小中学校屋内運動場電気設備工事状況

項番 学校名 大規模改修(電気）履歴 照明 建築年
1 直方南 S58.3
2 直方北 S62.2
3 直方西 H25.12 LED S56.10
4 新入 H25.1 HID S54.4
5 感田 S59.2
6 上頓野 H23.12 HID S56.2
7 下境 S63.3
8 福地 H25.12 LED S54.3
9 中泉 H25.12 LED S55.3
10 植木小 H25.1 HID S55.5
11 直方東 H23.12 HID S56.3
1 直方第一 HID H17.2
2 直方第二 H21.12 HID S48.3
3 直方第三 H22.12 HID S40.3
4 植木中 H22.12 HID S53.3

合計



■遠景

■拡大

オートリフター（自動昇降装置） 

今回、オートリフターのリールと接続

する部分が発火したと推測される。 



直方市セカンドブック事業実施要綱を廃止する告示  

 

直方市セカンドブック事業実施要綱（平成 30年直方市告示第32号）は、廃止す

る。 

 

附 則 

この告示は、公布の日から施行する。  
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直方市幼児教育のための絵本配布事業実施要綱  

（趣旨） 

第1条 この要綱は、年少学級となった子どもたちに絵本を贈ることにより、子ど

も自身が絵本の楽しさを発見するきっかけをつくり、子どもの自発的な読書習

慣を形成することを目的とした直方市幼児教育推進のための絵本配布事業（以

下「事業」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。  

（対象者） 

第2条 絵本の贈呈を受けることができる者（以下「対象者」という。）は、当該

年度の4月1日において市内に住所を有し、満 3才に達した日の翌日以後における

最初の学年の始めから、満4才に達した日の属する学年の終わりまでの幼児とす

る。 

（申請） 

第3条 絵本の贈呈を受けようとする者の監護者（対象者を現に監護する者をいう。

以下同じ。）は、市長が別に指定する日までに幼児教育のための絵本配布事業

申請書（様式第1号）を市長に提出して申請するものとする。  

（内容） 

第4条 贈呈する絵本は1冊とし、市で指定したものの中から、当該幼児又は監護

者が希望の絵本を1冊選ぶこととする。  

（その他） 

第5条 この要綱に定めるもののほか、事業について必要な事項は、市長が別に定

める。 



 



資
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○直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱  

平成28年9月15日 

告示第282号 

改正 平成31年1月25日告示第32号 

（目的） 

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則（平成 3年規則第6号。以下「規則」とい

う。）第3条の規定に基づき、社会教育法（昭和 24年法律第207号。以下「法」とい

う。）第42条第1項の規定に基づく公民館に類似する施設（以下「公民館類似施設」

という。）の設置に要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定める

ことにより、社会教育の組織的活動に資することを目的とする。 

（定義） 

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

(1) 新築 公民館類似施設を新しく建築し、又は建て替えることをいう。  

(2) 増築 既存の公民館類似施設の建物面積を増加させることをいう。  

(3) 改築 既存の公民館類似施設の一部を従前と構造及び規模を著しく異にしな

いで改良すること又は施設の損傷部分に工作を加え、その原形を回復することを

いう。 

(4) 買収 公民館類似施設として利用するために既存の建物を買い取ることをい

う。 

（助成対象事業及び要件）  

第3条 助成金を交付する対象となる事業は、公民館類似施設として使用する建物を

新築、増築、改築又は買収（以下「施設設置」という。）する事業であって、次に

掲げる要件を備えているものでなければならない。 

(1) 法第20条の目的に従って設置及び運営されるものであること。  

(2) 対象地域住民を代表する組織によって設置及び運営されるものであること。  

(3) 原則として50世帯以上を有する地域を対象にして設置及び運営されるもので

あること。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。  

(4) 建物面積が、延べ33平方メートル以上で、会議及び集会に必要な施設を備える

ものであること。  

(5) 独立の施設であること。  

(6) 当該施設設置に関し10年以内にこの要綱及び直方市公民館類似施設の設置助

成に関する規則（平成23年教育委員会規則第7号）による助成金の交付を受けたこ

とのないこと。ただし、災害その他特別の事由により市長が認めた場合はこの限

りでない。 

(7) 当該助成金の交付申請をした日が属する年度内に施設設置を完了するもので

あること。 

（助成金の交付基準及び額）  

第4条 助成金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とし、助成金の交付基準及び

限度額は、次に定めるところによる。ただし施設設置が同時に行われた場合にあっ

ては、いずれか助成金額の高い額の範囲内とする。  

(1) 新築又は増築 

ア 新築又は増築家屋の延べ面積が 33平方メートル以上66平方メートル未満のも

の 75万円以内 

イ 新築又は増築家屋の延べ面積が 66平方メートル以上100平方メートル未満の

もの 105万円以内 

資料６  



 2 / 3 
 

ウ 新築又は増築家屋の延べ面積が 100平方メートル以上150平方メートル未満の

もの 240万円以内 

エ 新築又は増築家屋の延べ面積が 150平方メートル以上のもの 270万円以内 

(2) 改築又は買収 

ア 改築工事金額又は買収価格が50万円以上100万円未満のもの 15万円以内 

イ 改築工事金額又は買収価格が100万円以上200万円未満のもの  30万円以内 

ウ 改築工事金額又は買収価格が200万円以上300万円未満のもの 60万円以内 

エ 改築工事金額又は買収価格が300万円以上500万円未満のもの 90万円以内 

オ 改築工事金額又は買収価格が500万円以上のもの  120万円以内 

（助成対象経費）  

第5条 助成金の対象となる経費は、新築、増築若しくは改築に係る工事請負費又は

家屋購入費とする。  

（交付申請） 

第6条 助成金の交付を受けようとするものは、直方市公民館類似施設設置助成金交

付申請書（様式第 1号。以下「申請書」という。）に、次に掲げる書類を添えて市長

が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。  

(1) 新築又は増築 

ア 理由書 

イ 建設地の見取図  

ウ 施設設計図及び工事費見積明細書  

エ 土地所有者の建築に関する同意書、譲渡証書又は賃貸借契約書の写し  

オ 収支予算書 

カ 工期日程表 

キ 設置に関する組織構成員名簿  

ク その他関係書類  

(2) 改築 

ア 理由書 

イ 改築に関する施設設計図及び工事費見積明細書  

ウ 収支予算書 

エ 工期日程表 

オ 設置に関する組織構成員名簿  

カ その他関係書類  

(3) 買収 

ア 理由書 

イ 建設地の見取図  

ウ 買収する施設平面図  

エ 収支予算書 

オ 設置に関する組織構成員名簿  

カ 売買契約書の写し  

キ その他関係書類  

（決定通知） 

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、助成金の交付を行なうこと

の適否を審査し、助成金の交付又は不交付を決定したときは、速やかに直方市公民

館類似施設設置助成金交付（不交付）決定通知書（様式第 2号）により、当該申請者

に通知するものとする。  

（実績報告書） 
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第8条 助成金の交付の決定を受けたもの（以下「交付決定者」という。）は、当該

施設の工事が完了したときは、直ちに直方市公民館類似施設設置助成金実績報告書

（様式第3号。以下「報告書」という。）に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出

しなければならない。  

(1) 新築及び増築 

ア 収支決算書 

イ 工事費明細書 

ウ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第7条第5項の検査済証の写し  

エ 所有権を明確にした書面（新築の場合に限る。）  

オ 施設平面図 

カ 運営に関する組織構成員名簿（新築の場合に限る．）  

キ 施設内外及び増築の主要部分の写真  

(2) 改築 

ア 収支決算書 

イ 工事費明細書 

ウ 建築基準法（昭和25年法律第201号）第7条第5項の検査済証の写し  

エ 施設平面図 

オ 改築部分の写真  

(3) 買収 

ア 収支決算書 

イ 所有権を明確にした書面  

ウ 施設平面図 

エ 運営に関する組織構成員名簿  

オ 施設内外の写真  

カ その他関係書類  

（助成金の交付）  

第9条 市長は、報告書の審査及び現地調査を行い、助成金決定条件に適合すると認

めたときは、助成金を交付する。  

（交付決定の取消し）  

第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取

消し又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。  

(1) この要綱の規定に違反したとき。  

(2) 虚偽の申請をしたとき。  

(3) 助成金の使途について不正の行為があったとき。  

（書類の整備） 

第11条 交付決定者は、当該助成金に係る関係書類を当該施設の工事が完了した年度

の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。  

 

附 則 

1 この告示は、公布の日から施行し、平成 28年4月1日から適用する。  

2 この告示は、平成 34年3月31日限り、その効力を失う。  

附 則（平成31年1月25日告示第32号） 

この告示は、公布の日から施行する。 



(6月補正)

区 分 金 額 国県支出金 地方債 その他 摘　　　　要 単　　価 数　量 金　　額
千円 千円 千円 千円 千円 千円 円

公民館類似施設設置助成金

300 山部中央自治区公民館・改築 300,000 1 300,000

300 計 300,000

財
源
内
訳 300

（注）　補助事業については、｢要求額のうち補助対象分｣　欄に補助基本額を記入のこと。

計  （　そ の 他 特 記 事 項 ）

　国　･ 県　支　出　金 ①助成金の額
　改築工事費が100万円以上200万円未満のもの：30万円  ※改築工事費1,485,000円
　（直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱第4条第2号イによる）
②改築内容
仮設工事、補修工事、シーリング工事、塗装工事、内装工事　総額1,485,000円（税込）

　　　地　　　　　方　　　　　債　　

そ　　　　　の　　　　　他

一　   般　    財　     源

300 300
P8：公民館類
似施設設置助
成金

18：負担金補
助及び交付金

予算額
節

細 節
決算額の財源内訳

算　　　出　　　の　　　基　　　礎
特　定　財　源

一般財源

令和3年度 予算要求書

１０款：教育費 ４項：社会教育費 ２目：公民館費 社会教育係



直方市教育委員会
日 曜 直方市 学校行事 振替

1 火
◎定例校長会議（10:00～503、504）
◎定例教育委員会（15:00～808）

内科検診(一)、
学力向上推進拠点校連絡協議会(芦屋町立芦屋中学校)
新任学年主任研修【県センター】

植小(６年)

2 水 直方一中事務所訪問(午前)③ 避難訓練(下、東)、代表委員会(下)、委員会活動(西)

県重点課題研究連絡協議会①(鞍手町教育委員会：２年次)
若年教員研修(栄養教諭)１年目①【体研】
中央研修事前説明会②
ミドルリーダー養成講座(学校経営参画)②

3 木 直方一中事務所訪問(午前・午後)①②
修学旅行(下、植中)、体力テスト(感、上、西)、代表委員会
(東)

若年教員研修３年目(小)【県センター】Ｂ日程

4 金 教育長面談①(13:30～ 教育長室)
修学旅行(下、植中)、体力テスト(感、上、西)、内科検診
(北、三)
マナー講座(一)、避難訓練(西)

若年教員研修(養護教諭)１年目②【体研】

5 土

6 日

7 月 教育長面談②(9:00～ 教育長室) 避難訓練(福)、プール掃除(西)
授業力ステップアップ講座①
福岡県道徳教育地域指導者研修①

8 火 教育長面談③(9:00～ 教育長室) 内科検診(北、一)、プール掃除(福、東)
校長人権教育研修会
若年教員研修３年目(小)【県センター】Ｃ日程
人権教育指導者養成連続講座②

9 水 直方北小事務所訪問(午前)③
社会科見学事前学習(感)、代表委員会(西)
内科検診(北、下、西)

若年教員研修１年目(初任者研修)(授業研修：校外①) (小)ａグ
ループ

10 木 直方北小事務所訪問(午前)①、感田小事務所訪問(午前)③ 内科検診(上、下)、観劇会(東)
若年教員研修３年目(中)【県センター】
新任保健主事研修【体研】

11 金 ◎直方市研究課題学習会 交通安全教室(西１年) 武道(柔道)指導者養成研修会

12 土

13 日 日曜参観(植小)

14 月 プール開き(東、西)、小中連絡会(植中校区) 北九州ブロック学警連役員会① 植小

15 火 福岡県学力調査　(小５：国、算　　中１、中２：国、数) 眼・耳鼻科検診(三) 福岡県学力調査

16 水
職員会議(感、植中)、プール開き(福)、眼・耳鼻科検診
(三)
生徒総会(植中)、委員会活動(植小)

若年教員研修１年目(初任者研修)(授業研修：校外①) (小)ｂグ
ループ
若年教員研修１年目(初任者研修)(中)②【県センター】

17 木 内科検診(上)、生徒総会(一)、避難訓練(植小) 若年教員研修(栄養教諭)２年目【体研】

18 金 感田小事務所訪問(午前)② 眼・耳鼻科検診(一)、生徒総会(二、三)、クラブ活動(西) 若年教員研修３年目(授業研修：校外)

19 土

20 日 日曜参観(東)、古高取焼き教室(東)

21 月 東

22 火 眼・耳鼻科検診(北)

校内人材育成担当者研修会①
市町村(学校組合)立小・中・義務教育学校副校長・教頭特別支援
教育研修Ａ【九州産業大学】
ミドルリーダー養成講座(子供と教師の学びをアップデート)①
ミドルリーダー養成講座(特別支援教育スペシャリスト)①

23 水
期末考査(～25まで・一、二、三、植中)、眼・耳鼻科検診
(北)
社会科見学(植小５年)、内科検診(西)

若年教員研修１年目(初任者研修)(授業研修：校外①) (中)ａ・
ｂグループ
福岡県幼稚園新規採用教員研修②
若年教員研修１年目(初任者研修)(小)②【県センター】Ａ日程
若年教員研修(栄養教諭)１年目②【県センター】

24 木 県重点課題第１回研究推進連絡協議会(広川町) 期末考査、内科検診(上)

25 金
期末考査、授業参観(北)、４年生社会科見学(感)
避難訓練(一、二、三)、安全教室(植中)

若年教員研修(栄養教諭)３年目(授業研修：校外)
若年教員研修(養護教諭)３年目①【体研】
福岡教師塾②

26 土

27 日

28 月 中泉小事務所訪問(午前)③、教育委員会訪問(上野頓①・午前)
道徳教育推進担当者研修会①
日本語指導担当教員等指導力向上研修①【社教センター】

29 火
第1回学力向上検証委員会(15:00予定～ 503・504)
新入小事務所訪問(午前)①

修学旅行説明会(二)

人権教育担当者研修会①
中堅教諭等資質向上研修(小)②【県センター】
中堅教諭等資質向上研修(養護教諭)②【県センター】
中堅教諭等資質向上研修(栄養教諭)②【県センター】

30 水 直方北小事務所訪問(午前)②
職員会議(下)、クラブ活動(感)、薬物乱用教室(一)
委員会活動(西)

長期派遣研修員中間報告会【附属小倉小・中】
若年教員研修１年目(初任者研修)(小)②【県センター】Ｂ日程

北九州教育事務所・教育センター等

備
　
　
考

１日(火)：福岡県中学校長会部会総会
３日(木)：福岡県中学校長会研修総会
１１日(金)：福岡県公立小中学校長人権・同和教育研究会研修総会【福岡リーセントホテル】
１２日(土)：福岡県公立学校等女性管理職研究大会
１８日(金)：北九州地区小学校長会研究大会
２５日(金)：福岡県小学校長会２年次校長研修会
２５日(金)：北筑豊地区中学校長会総会

令和３年度　６月行事予定
資料７ 



◇ 子ども・子育て支援事業（保育所関係）国・県補助１／３ずつの補助。 

子ども・子育て支援交付金の単価改定により一時預かり保育の予算不足分を補正するもの。69000円×１園分 

 

新型コロナウイルス感染症対策として（特例措置分） 

・放課後児童健全育成事業 １箇所あたり４０万円×２０クラブ 

・一時預かり事業（幼稚園型）１園あたり３０万円×２園分（認定子ども園・幼稚園）、 

・一時預かり事業（保育園）１園あたり３０万円×１園分、 

・延長保育事業１園あたり２５万円×１４園分 

・地域子育て支援拠点事業 ３０万円 

 

◇ 保育環境改善事業（新型コロナウイルス感染症対策事業） 

保育所・認定子ども園１園あたり５０万円×１４園分 国１／２補助。（県補助はなし） 

資料８ 



令和３年度 直方市教育委員会学校訪問日程 （案） 

 

１ 訪問校及び訪問期日（本年度５校実施）  ※印は１５学級以上の学校 

学 校 名 日  時 午前／午後 

※ 上 頓 野 小 学 校  ７月 ５日（月） 午前 

直 方 三 中 学 校  ９月２８日（火） 午前 

※ 直 方 東 小 学 校  ９月２９日（水） 午前 

直 方 一 中 学 校 １０月１４日（木） 午前 

直 方 西 小 学 校 １１月１７日（水） 午前 

 

 

２ 時程例（時程例） 小中学校とも 15学級以上（特別支援学級含む）は２時間授業参観 
 
【午前の時程例①】：２時間授業参観    【午前の時程例②】：１時間授業参観 

授業参観が２時間の場合（授業参観→説明） 授業参観が１時間の場合（説明→授業参観） 

8:40～ 8:55 

8:55～ 9:40 

9:45～10:30 

10:35～10:45 

 

10:50～11:20 

11:20～12:05 

 

校長挨拶、授業者紹介 

授業参観① 

授業参観② 

教育委員の職員への挨拶 

校長の代表の挨拶 

校長、教頭、教務担当説明 

懇談 

 

9:00～9:30 

9:30～9:40 

9:45～10:30 

 

10:35～10:45 

 

10:50～11:10 

11:15～12:00 

校長、教頭、教務担当説明 

授業者紹介 

授業参観 

公簿閲覧 

教育委員の職員への挨拶 

校長の代表の挨拶 

（特色ある教育活動紹介） 

懇談 

※中学校は小学校の例に 10 分足す 

 

 

資料９ 


